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校学
通信

1

3

2

小学校

　　交通安全教室
　　５月２２日（火）に交通安全教室が
行われました。
　低学年は信号機がある横断歩道の渡
り方を、高学年は自転車の安全運転を
グラウンドと国道４９３号線にて行いま
した。

1

　　第１回生き方学び講座
　　５月２５日（金）、久府付地区の安岡一人氏を講師に迎え「北川村の未来の農
業」について講演していただきました。地域産業に興味を持ち、将来の職業につ
いて考える良いきっかけとなったようです。

3

　　手話教室
　　６月７日（木）に４・５年生の手話
教室が行われました。聴覚障害の方と
の交流会に向けてあいさつや、手話を
交えて歌の練習をしました。手話教室
は１３年前から始まり、全学年で取り組
んでいます。このことが今年４月、日本
聴力障害新聞で紹介されました。

2

中学校

年・金・だ・よ・り

「学生納付特例制度」
　日本国内に住むすべての人は、２０歳になった時から国
民年金の被保険者となり保険料の納付が義務付けられて
いますが、学生については、申請により保険料の納付が
猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
《対象者》
　大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、
専修学校等※１に在学する２０歳以上の学生で、学生本
人の前年の所得が一定額※２の方。

　※１…夜間・定時制課程や通信制課程も含まれます。
　※２…扶養親族等がいる場合や社会保険料控除等があ

る場合は、その数や金額に応じた額が加算され
ます。

《承認期間》
　　平成２４年４月から平成２５年３月まで
《承認を受けた期間は…》
　老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受
給資格期間に算入されます。
　１０年以内であれば在学期間中の国民年金保険料を
社会人になってから納付（追納）できますので、将来
受け取る年金額を満額に近づけるためにも追納するよ
うにしましょう。
　※承認を受けた年度から起算して、３年度目以降に追

納する場合には、当時の保険料に一定の加算額がか
かります。

《申請手続き》
　お住まいの市町村役場・国民年金担当窓口にてお早
めに申請してください。
　申請は毎年度必要です（前年度に承認を受けていた

方も、引き続き学生の場合は再度申請が必要です）。
申請が遅くなると、万が一の時に障害基礎年金等が受
けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
　○申請に必要なもの…年金手帳、学生証の写しまたは

在学証明書、印鑑（本人署名の場合は不要）など
　※経済的に余裕がある場合は、保険料を納付する方が

おトクです。
　保険料の追納は、保険料が高くなることはあっても、
安くなることはありません。経済的に余裕がある場合
は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用さ
れることをおすすめします。

「国民年金保険料の免除制度」
　国民年金には、経済的な理由などで保険料を納める
ことが困難な場合、申請をして承認されると、保険料
の納付が免除される申請免除制度があります。
　申請免除制度には、保険料の全額が免除される全額
免除と、保険料の一部を納付し、残りの保険料が免除
される一部納付があります。一部納付には、４分の１
納付、半額納付、４分の３納付の３種類があります。
　本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下の
場合に、全額免除または一部納付が承認されます。
　また、退職（失業）を理由とした特例免除制度もあ
ります。特例免除は、申請する年度または前年度にお
いて退職（失業）の事実がある場合に対象となり、失
業された方の所得を除外して免除の審査を行います。
　詳しくは、お住まいの市町村役場の国民年金担当窓
口、またはお近くの年金事務所国民年金担当課までお
問い合わせください。

　問い合わせ　　住民課　　　（８）３２－１２１４
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　日本人にとっては馴染みのない「イースター」とは一

体どういったものなのでしょうか。オーストラリア人

にとっては日本のゴールデン・ウィークのようなもの

で、今年のイースター・ホリデーは４月６日から始まっ

て、家族で旅行に出掛けたり、友達とのんびりしたり、

それぞれ思い思いの４日間を過ごしたことでしょう。

　イースター（Easter）とは、刑死したイエス・キリ

ストの復活を祝い、記念する祝日です。イエス・キリ

ストの復活、新しい命の息吹を象徴する言葉であると

いえます。毎年イースターは春分の日以降の、最初の

満月の日を過ぎた次の日曜日になります。しかし満月

は毎年変動するので、イースターの日付も毎年変わっ

て、そのためオーストラリアの休日の中で、唯一の変

動休日とされています。オーストラリアではイース

ターの２日前の金曜日のことを「グッド・フライデー

（Good Friday）」と呼んでおり、多くの教会では特別な

礼拝が行われています。これはイエス・キリストが日

曜日に復活したため、その２日前の金曜日は刑死した

日であり、受難の日としてキリスト教徒の間では重要

視されている日でした。

　また、イースター前後によく目にするイースター

エッグやウサギの形をしたチョコレートにもちゃんと

した意味が込められています。『新しい命の誕生』自

ら殻を打ち破って誕生するタマゴや、一度にたくさん

の子どもを産むウサギはどちらもイースターの象徴と

して使われているものです。チョコレートをお互いに

配り合い、イエス・キリストの復活を祝うことも、イー

スター・ホリデーの楽しみの一つなのです。

　今回のイースターアートコンテストに参加してくれ

たすべての北川村の子どもたちに感謝いたします。

　子どもたちの塗り絵はカラフルでとても個性的で、

イースターの象徴である生命や復活がよくあらわれて

いて、心から楽しめる作品ばかりでした。

　中でも特

にすてきな

作品だった

子どもたち

には、イー

スターエッ

グとウサギ

クッキーを

特別賞とし

てプレゼント。また、参加してくれた子どもたち全員

に、参加賞としてイースターしおりを用意しました。

　来年もぜひ参加してください ! !

ア ン ジ ェ ラ ・ チ ェ ン国 　 際
交 流 員

2012年 Happy Easter2012年 Happy Easter

アートコンテストアートコンテスト
2012年 Happy Easter2012年 Happy Easter

アートコンテストアートコンテスト
2012年 Happy Easter

アートコンテスト

★イースターエッグと
　ウサギクッキーをプレゼント

★小学校で展示している作品
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●特定健診は、受診したら終了ではありません。
　むしろ受けとった結果をその後の生活にどう活かすかが重要です。
●メタボや予備群と診断された方には特定保健指導の案内が届くことが
あります。

　特定保健指導では、医師・保健師・管理栄養士などが、あなたに合っ
た生活習慣改善のアドバイスをしてくれます。

●これまでの生活習慣を振り返り、健康的は生活に変えるととで、脳卒
中や心筋梗塞などの命にかかわる病気をふせぐことができるのです。

健康で生き生きと暮らすために
特定健診を受けて、脳卒中や心筋梗塞など

命にかかわる病気のもととなる生活習慣病をふせぎましょう！

保健だより

まずは、健診を受けて健康チェック！まずは、健診を受けて健康チェック！

そして、健診結果を生活習慣改善のきっかけにしましよう。そして、健診結果を生活習慣改善のきっかけにしましよう。

高知県の現状高知県の現状

まずは、健診を受けて健康チェック！
特定健診※ってなに？　※特定健康診査
●メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健康診査です。
　生活習慣病を予防するために、肥満・高血糖・高血圧を早期に発見して、
生活習慣を改善していくことが目的です。

●４０歳から７４歳までのすべての方が対象です。

①問診　②身体計測　③血圧測定　④肝機能検査
⑤血中糖質検査　⑥血糖検査　⑦尿検査　⑧視診・聴診・触診

必　須
検査項目

そして、健診結果を生活習慣改善のきっかけにしましよう。

睡眠

禁煙

食生活

運動

高知県の現状

検査項目
が

充実！

働き盛りの男性の死亡が多い！
主な病気は、
がん、脳血管疾患、心疾患

脳卒中や急性心筋梗塞の原因となるメ
タボの人が多い！
メタボを放置すると動脈
硬化を急速に進行させ、
脳血管疾患・心疾患など
のリスクが高くなります。

特定健診を受診する人が少ない！
市町村国保の受診率は、２４．６％で全国３９位。
全国トップは、宮城県の４６．０％
（平成２１年度速報値）

慢性腎臓病（ＣＫＤ）ってご存知ですか？慢性腎臓病（ＣＫＤ）ってご存知ですか？慢性腎臓病（ＣＫＤ）ってご存知ですか？
慢性腎臓病（ＣＫＤ）とは、腎機能低下が慢性的に続く状態のことで、

この状態を放置しておくと、末期腎不全となり、人工透析や腎移植が必要となります。

自分のために
大切な人のために 年に一度は特定健診を受けましょう！

日本では成人の
８人に１人が慢性腎臓病と

いわれている

慢性腎臓病の方は
脳卒中、心筋梗塞
になりやすい

こんな方は要注意です。
●たばこを吸っている。
●肥満、高血圧、糖尿病などの生活習慣病やメタボリッ
クシンドロームがある。

●健診等でたんぱく尿が見つかったことがある。
●今までに心臓病や腎臓病になったことがある。
●高齢者
●家族に腎臓病の人がいる。

７月２４日（火）　受付　９：００～１１：００・１３：００～１４：００
　　２５日（水）　受付　９：００～１１：００
場　所　北川村保健センター

あなたの腎臓は大丈夫？
　慢性腎臓病は自覚症状がないた
め、ほとんどの方は、自分が病気
だとは気付いていません。
　健診を受けて、自分の腎臓の状
態を確認しましょう。

腎臓の機能は
一度低下したら
元に戻らない

0.0
％

25.0

50.0

宮城県　　全国平均　　高知県

４６.０４６.０

２４.６２４.６
３１.４３１.４

４６.０

２４.６
３１.４

受診しているのは４人に１人だけ

北川村の特定健診は下記のとおりです。
※また、中芸地区内のその他の健診場所でも受診す
ることができます。事前申し込みをお願いします。

　がん検診についてもお申し込み、ご相談ください。
北川村　住民課　　（８）３２－１２１４緯

内臓脂肪を
減らす努力が
必要です。

慢性腎臓病などの危険性を
チェックできます！

　平成２３年度から県内の市町
村国保の特定健診には、腎臓の
機能を調べる血清クレアチニ
ン検査と血清尿酸検査が追加
されています！
※慢性腎臓病（ＣＫＤ）につい
ては下記をご覧ください。
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　高知県安芸郡北川村において、平成２３年７月１９日から２０日にかけて襲来した台風６号の豪雨により山腹崩壊と
それに伴う大規模な土石流が発生。これにより、国道４９３号線や林道等が流失し、流下した土砂が平鍋ダムに流入
するなど、甚大な被害が発生しました。
　下流域の民生の安定を図るために、荒廃した山腹・渓流を治山事業により早期に復旧・整備する必要があることから、
民有林直轄治山事業による復旧・整備に着手します。

全体事業費：５３億円　　施工期間：平成２４年度～平成３３年度　　事業内容：渓間工・山腹工

四国森林管理局　安芸森林管理署よりお知らせ
奈 半 利 川 民 有 林 直 轄 治 山 事 業 の 概 要

小島地区

平鍋地区

大谷地区

山腹崩壊面積
約２.０ｈａ

山腹崩壊面積
約３.５ｈａ

山腹崩壊面積
約１.７ｈａ

渓流延長約
　　２.３㎞

  渓流延長約
１.８㎞

国有林
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　５月９日（水）、北川小学校から要請を受けて、中岡慎太郎先生顕彰会の大西学
と尾﨑雅洋が案内をして、学校から柏木の生家まで「向学の道」をガイドしまし
た。
　道中で北川玄蕃頭と長宗我部元親との戦い、野川や久府付の地名の由来、烏ケ
森城について、島村塾に通塾する様子等を学習しました。天候は曇り空で暑くもな
く、ウォーキングにはちょうどの気候でした。

中岡慎太郎先生顕彰会だより

　「生家」・「中岡慎太郎館」・「遺髪墓地」がある柏木には、中岡慎太郎
先生の人柄、生き方にひかれて、訪れる人がたくさんいます。今回はそ
の人たちの声を掲載します。

２．「中岡慎太郎先生」の人柄、生き方を求めて

「
向
学
の
道
」登
り
口

「
光
次
の
並
木
」の
説
明
を
聞
く

「
烏
ケ
森
」の
峠
で

最
後
に「
中
岡
慎
太
郎
像
」前
で

野
川
口
を
歩
く

野
友
、奈
半
利
、太
平
洋
を
眺
め
る

学
校
を
出
発

１．６年生、「向学の道」を歩く

中岡慎太郎先生顕彰会事務局から
　金・土は、ホップあきの会が「喫茶コーナー」を設けて、コーヒーも
出しています。
　ちょっと一息いれませんか。

　　　　中岡慎太郎先生顕彰会事務局　　３８－２４１３　

中岡慎太郎先生顕彰会事務局から

◎児童の感想
　野川の山にお城があったこと、むかし戦いをしていたこと
や久府付は「くびつけ」だったことなどが分かりました。
　行く途中に慎太郎が植えた杉の木もありました。慎太郎は
７才で「向学の道」を通っていたなんてすごいなと思いまし
た。途中には、野友などが見られてとてもきれいだなと思い
ました。また行きたいと思いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（山下　結衣さん）

　この地をまた訪れることができたことに大きな
幸せと喜びを感じています。中岡先生が生まれてか
ら１７４年の月日が経っても、この地には中岡先生
が「生きている」と感じます。私にとっては、この地
は「聖地」です。顕彰会の方々に感謝申しあげます。

小場佐さん（兵庫県）

　顕彰会からのお便りをいただいて来ました。
　人生、壁にぶつかり戸惑う時は、慎太郎さんならば、交渉のあり方
やかいくぐり方、そしてそれが皆のためになることを考えながら行動
した志・信念を思い出して、次の僕の行動とさせていただいています。
　今日、この土地に来られてよい感じで両腕の毛穴が隆起しました。

重石さん（神奈川県）

　２回目の訪問です。この辺の雰囲気が大好きで
す。また、来たいと思っています。

大山さん（高知市）

　道は整理されていて、つえもあったのにけっこうしんどく
て、中岡慎太郎は本を読みながら毎日通っていたなんて、す
ごいと思いました。
　聞いた話では、慎太郎は米をかついであんな道を通って
いたのだからすごいと思いました。今でも慎太郎がいた頃の
ものがたくさん残っていてびっくりするものばかりでした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（阿部　伊織さん）

生家を眺めて、一息を
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【お問い合わせ】
　北川村「モネの庭」マルモッタン
〒７８１－６４４１
高知県安芸郡北川村野友甲１１００番地
緯0887－32－1233  姉０８８７－３２－１２４３

　モネの庭では睡蓮の見頃の季節を迎えました。
　夏の水の庭で美しい水生植物の世界をお楽しみくだ
さい。
　【期間】２０１２年７月３１日まで

　フラワーショップ前にビオトープ
が登場！！
　睡蓮・水草などを展示販売中！！
　かわいいメダカ達にも癒やされ
ますよ。

中岡慎太郎館からのお知らせ
夏期企画展「語り継がれた志士たち」のご案内

　
　中岡慎太郎をはじめとする幕末の志士たちを顕彰する活動は、明治政府によって、明治元（１８６８）年からはじまりました。
　慎太郎のふるさと北川村は、明治４４（１９１１）年、現在の北川村温泉の前に石碑を建てたことにはじまります。その

後、北川村野川出身の新聞記者尾崎卓爾が大正１５年（１９２６）に『中岡慎太郎先生』を出版、昭和２（１９２７）年に慎太郎
館のすぐ近くに大きな石碑が建てられました。
　企画展では、どのような方法で、志士たちが語り継がれるようになったのか、慎太郎と二十三士を例にして紹介します。
　また、企画展に関連して、講演会を開催します。
　松岡僖一氏（高知市立自由民権記念館　館長）を講師にお招きして、龍馬の遺志がどのように継がれていったのかお話し
いただきます。
　皆さまのご来館をお待ち申し上げます。

　■夏期企画展「語り継がれた志士たち」
　　　開催期間：平成２４年８月１日（水）～９月２４日（月）
　　　　　　　　開館時間は午前９時～午後４時３０分（入館は午後４時まで）
　　　　　　　　休館日は火曜日（祝日の場合はその翌日）
　　　会　　場：中岡慎太郎館２階多目的ホール
　　　入　館　料：北川村民は無料

　■講演会「龍馬の遺志を継ぐもの」
　　　開催日時：８月４日（土）１３：３０～
　　　会　　場：慎太郎生家
　　　講　　師：松岡　僖一氏（高知市立自由民権記念館　館長）

「中岡迂山記念全国書展　歴代審査員作品展」開催！
 
　第２３回中岡迂山記念全国書展（平成２４年１０月２０日～２８日）の開催に先立ち、本書展の歴代審査員である先生方の
作品展を中岡慎太郎館にて開催いたします。村民の皆さまのご来館をお待ち申し上げております。

　■中岡慎太郎館特別展示　「中岡迂山記念全国書展　歴代審査員作品展」
　　　会　　期：平成２４年６月１３日（水）～平成２４年７月２２日（日）
　　　　　　　　※毎週火曜日休館（火曜日が休日の場合は、その翌日）
　　　会　　場：高知県安芸郡北川村柏木１４０　中岡慎太郎館　２階多目的ホール
　　　※村民は入館料無料です！

おざきたく じ

　アコーディオン演奏の優しい音色を
聴きながら夕暮れのモネの庭をお楽し
みください。

日　時　２０１２年７月１４日（土）　
　　　　１８：００～２０：００
料　金　４，０００円（食事＋飲み放題）
演奏者　坂野志麻、Ｒｉｎｎ
　　　　クロパン・クロポン
　※要予約です。
　※詳しくはお問い合わせください。

水生植物フェア開催中水生植物フェア開催中

アコーディオンと日本酒の夕べ

トワイライトパーティinモネの庭
アコーディオンと日本酒の夕べ

トワイライトパーティinモネの庭

【予告】
８月１日～３１日　☆はな時間開園
開園時間　ＡＭ８：０７～夕暮れ

べべべ
ネ 庭

予約受付中！
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高知県　林業振興・環境部　林業改革課

ご存じですか？平成２４年度の間伐事業等の支援制度ご存じですか？平成２４年度の間伐事業等の支援制度ご存じですか？平成２４年度の間伐事業等の支援制度ご存じですか？平成２４年度の間伐事業等の支援制度ご存じですか？平成２４年度の間伐事業等の支援制度
森林所有者の皆さんへ
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お知らせ。今年度から再造林及びシカ被害防護ネットに対する支援制度を新設お知らせ。今年度から再造林及びシカ被害防護ネットに対する支援制度を新設お知らせ。今年度から再造林及びシカ被害防護ネットに対する支援制度を新設お知らせ。今年度から再造林及びシカ被害防護ネットに対する支援制度を新設お知らせ。今年度から再造林及びシカ被害防護ネットに対する支援制度を新設
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みどり保育園

PHOTO通信
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大井　宣人さん・沙織さんの長女
 　ゆ　ち　か

 愉知珈ちゃん
（平成23年 6月１９日生）
お父さん、お母さんから一言
「元気で明るい子に育ってね！」

1歳になりました1歳になりました1歳になりました1歳になりました
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